
平成23年度の年金額が改定されました

ご自身の年金見込み額等がご覧いただけます

　年金の見込み額や組合員期間などの、ご自身の“年金個人情報”が、『地共済年金情報 Web 
サイト（https://www.chikyonenkin.jp/）』で閲覧することができます。
　当該ホームページ上では、年金個人情報（退職共済年金の見込額等）を閲覧いただくことがで
きますのでご利用ください。
　なお、当該ホームページの取り扱いについては、全国市町村職員共済組合連合会のホーム 
ページ（http://www.shichousonren.or.jp/）上で、その概要が周知されています。
 
●�ご利用（閲覧）の対象となる方
� 　60歳以下の組合員及び過去に組合員であった方。
� 　ただし、次の①、②の方については、閲覧の対象外となります。
� 　　①組合員期間が一時金全額受給期間のみである方。
� 　　②退職共済年金等の受給権を既にお持ちである方。

●�ご利用（閲覧）にあたっては、パスワード等が必要です。
� �　年金個人情報を閲覧するには、個人を特定するため「ユーザーＩＤ・パスワード」、「基礎年金番号」

の入力が必要となります。

� �　この「ユーザーＩＤ・パスワード」の取得は、あらかじめ、『地共済年金情報Webサイト』上において、
設定する申請を行う必要があります。（申請後、設定が完了すれば「ユーザーＩＤ・パスワード通知書」
がご自宅に送付されます。その通知書に記載のあるパスワード等により、閲覧が可能となります。）

　４月号でお知らせしておりますとおり、平成 23 年度の年金額は、前年度と比較して 0.4％ 
引き下げ（減額）されました。
　年金額の改定は、総務省において作成される年平均の全国消費者物価指数の上昇または下落 

（物価スライド）を基準として行われることになっています。
　今回、総務省から平成 22 年平均の全国消費者物価指数が対前年比マイナス 0.7％と発表され、
これは、平成 17 年度の物価水準と比較してマイナス 0.4％となったことから、平成 23 年度の
年金額については、0.4％の減額改定が行われました。

お問い合わせ先

全国市町村職員共済組合連合会�年金部年金企画課　

　　電話番号　03-5210-4607� 受付時間9：00～ 17：00（土日・祝日を除く）

● 平成 22 年度ベースの計算では、1,762,800 円 

 （7,100円の減額）

● 平成 23 年度ベースの計算では、1,755,700 円

《�退職共済年金額（減額）の試算例�》
（	昭和 25年 4月 20日生まれの元組合員。昭和 46年 4月 1日就職、平成 23年 3月 31日定年退職の場合	）

7平成 23 年 （2011）　7 月




